
税
理
士
損
害
賠
償
訴
訟

〜
税
理
士
VS
監
査
法
人
〜

は
じ
め
に

税
理
士
に
対
す
る
損
害
賠
償

請
求
訴
訟
が
初
め
て
ニ
ュ
ー
ス

に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
６１
年
の

こ
と
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
２０
年

余
が
過
ぎ
、
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
の
税

法
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
収
録
さ
れ

た
税
理
士
損
害
賠
償
関
連
訴
訟

は
、
既
に
１
０
１
件
に
達
し
て

い
ま
す（
平
２１
・
９
・
２５
現
在
）。

１
、
最
新
の
注
目
判

決
平
成
２０
年
７
月
２９
日
大
阪
地

裁
で
、
企
業
の
経
理
担
当
者
の

責
任
、
監
査
法
人
に
所
属
す
る

公
認
会
計
士
の
責
任
、
関
与
税

理
士
の
責
任
に
つ
い
て
判
示
す

る
初
め
て
の
判
決
が
言
い
渡
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
事
件
の
検
索

方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
そ
の
他
】

【
判
決
】

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
Ｚ
９
９
９
―

０
１
１
８

（
完
全
一
致
）（
法
令
コ
ー
ド
）

２
、
事
案
の
概
要

原
告
法
人
は
、
土
地
建
物
の

経
営
売
買
、
航
空
機
の
賃
貸
等

を
業
と
す
る
株
式
会
社
で
、
平

成
１６
年
、
同
１７
年
当
時
、
監
査

特
例
法
１
条
の
２
第
２
号
に
該

当
す
る
大
会
社
で
、
資
本
金
の

額
は
１
億
円
以
下
（
４
８
０
０

万
円
）
で
あ
り
、
同
法
２
条
１

項
に
基
づ
き
、
会
計
監
査
人
の

監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
会
社
に
該
当
し
て
い
ま
し

た
。

被
告
は
、
有
限
責
任
監
査
法

人
と
関
与
税
理
士
乙
で
し
た
。

留
保
金
課
税
制
度
に
お
い
て

は
、
事
業
年
度
終
了
の
時
の
資

本
又
は
出
資
の
金
額
が
１
億
円

以
下
の
会
社
の
場
合
、
前
事
業

年
度
終
了
の
時
に
お
け
る
総
資

産
に
対
す
る
自
己
資
本
の
占
め

る
自
己
資
本
比
率
の
割
合
が
５０

％
以
下
で
あ
る
事
業
年
度
に
つ

い
て
、
法
人
税
の
同
族
会
社
の

留
保
金
課
税
が
不
適
用
と
な
り

ま
す
。

し
か
し
、
被
告
監
査
法
人
に

所
属
す
る
公
認
会
計
士
Ａ
は
、

こ
の
特
例
制
度
に
関
す
る
知
識

が
な
く
、
参
考
文
献
に
頼
っ
て

自
己
資
本
比
率
を
計
算
し
、
計

算
過
程
の
説
明
で
は
資
本
金
額

に
利
益
積
立
金
額
を
加
算
す
る

と
し
な
が
ら
、
正
し
く
は
自
己

資
本
比
率
が
５０
％
以
下
で
あ
っ

て
特
例
の
適
用
対
象
と
な
っ
て

い
た
の
に
、
実
際
は
利
益
積
立

金
額
で
は
な
く
、
利
益
剰
余
金

額
を
加
算
す
る
と
い
う
誤
り
を

犯
し
た
た
め
に
、
５０
％
を
超
え

る
こ
と
と
な
り
、
原
告
は
、
留

保
金
課
税
の
特
例
制
度
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

原
告
は
、
被
告
で
あ
る
監
査

法
人
か
ら
こ
の
特
例
制
度
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
の
判
定
の
た
め
の
自
己

資
本
比
率
の
計
算
に
つ
い
て
、

誤
っ
た
結
果
を
教
示
さ
れ
、
次

い
で
、
法
人
税
確
定
申
告
書
と

税
務
代
理
を
委
任
し
た
被
告
税

理
士
が
、
こ
れ
を
是
正
し
な
か

っ
た
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
第
１

１
０
期
事
業
年
度
に
１
５
２
８

万
４
４
０
０
円
、
第
１
１
１
期

事
業
年
度
に
３
６
６
７
万
６
８

０
０
円
合
計
５
１
９
６
万
１
２

０
０
円
の
余
分
な
納
税
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
損
害
を
被
っ
た
と

し
て
、
債
務
不
履
行
又
は
不
法

行
為
に
基
づ
き
、
監
査
法
人
と

税
理
士
に
対
し
、
損
害
の
賠
償

を
求
め
た
と
い
う
事
案
で
す
。

３
、
裁
判
所
の
判
断

大
阪
地
裁
は
、
次
の
よ
う
に

被
告
税
理
士
乙
に
対
す
る
請
求

の
一
部
を
認
容
し
て
４
０
９
４

万
３
６
９
６
円

の

支

払

を

命

じ
、
被
告
監
査
法
人
に
つ
い
て

は
過
失
は
あ
っ
た
も
の
の
、
原

告
の
損
害
と
の
間
の
法
的
な
因

果
関
係
は
中
断
し
て
い
る
と
し

て
、
請
求
を
棄
却
し
ま
し
た
。

【
争
点

１
】

本
件
に
お
い
て
は
、
原
告

は
、
特
例
制
度
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
特
例
制
度
を
利
用
し
て
も
し

な
く
て
も
、
適
正
な
法
人
税
等

及
び
法
人
税
等
調
整
額
を
計
上

し
て
適
法
な
納
税
が
な
さ
れ
て

い
る
以
上
、
適
法
か
つ
妥
当
な

未
払
法
人
税
の
表
示
を
含
む
計

算
書
類
等
に
つ
き
適
正
意
見
を

表
明
し
た
監
査
法
人
の
監
査
に

つ
い
て
は
、
債
務
不
履
行
が
あ

る
と
は
い
え
な
い
。

【
争
点

２
】

税
理
士
は
、
専
門
家
と
し

て
、
一
般
人
よ
り
も
高
度
な
知

識
と
技
能
を
有
し
、
公
正
か
つ

誠
実
に
職
務
を
執
行
す
べ
き
も

の
で
あ
る
か
ら
、
依
頼
者
か
ら

の
明
示
の
指
示
が
な
く
て
も
、

自
己
の
裁
量
に
よ
っ
て
依
頼
の

趣
旨
に
沿
う
よ
う
に
事
務
を
処

理
す
べ
き
で
あ
る
し
、
さ
ら

に
、
依
頼
者
の
指
示
が
不
適
切

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
正
し
、
そ

れ
を
適
切
な
も
の
に
変
更
さ
せ

る
な
ど
、
依
頼
の
趣
旨
に
従
っ

て
依
頼
者
の
信
頼
に
応
え
る
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
税
理
士
は
、
専

門
的
な
立
場
か
ら
依
頼
者
の
説

明
に
従
属
す
る
こ
と
な
く
、
必

要
な
範
囲
で
、
そ
の
依
頼
が
適

切
で
あ
る
か
も
調
査
確
認
す
べ

き
で
あ
る
。

【
争
点

３
】

被
告
で
あ
る
監
査
法
人
に
所

属
す
る
公
認
会
計
士
Ａ
の
作
成

し
た
Ａ
メ
モ
の
誤
り
が
、
原
告

の
損
害
の
原
因
の
一
つ
と
な
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
と
も
と
、
本
件

特
例
制
度
の
適
否
に
つ
い
て
、

判
断
す
る
の
は
被
告
税
理
士
の

業
務
で
あ
っ
て
、
本
件
に
お
い

て
も
、
被
告
税
理
士
が
Ａ
メ
モ

の
誤
り
に
気
づ
く
べ
き
で
あ

り
、
気
づ
い
て
い
た
ら
、
原
告

の
損
害
は
発
生
し
な
か
っ
た
。

Ａ
メ
モ
の
作
成
は
、
原
告
の

経
理
担
当
取
締
役
総
務
部
長
Ｂ

の
依
頼
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
Ｂ
が
、
原
告

に
は
本
件
特
例
制
度
は
適
用
が

な
い
と
信
じ
た
こ
と
、
Ｂ
が
、

被
告
監
査
法
人
の
公
認
会
計
士

に
、
原
告
に
本
件
特
例
制
度
が

適
用
さ
れ
る
か
否
か
の
自
己
資

本
比
率
の
計
算
を
し
て
も
ら
っ

た
と
こ
ろ
、
５０
％
を
超
え
る
の

で
、
本
件
特
例
制
度
は
適
用
さ

れ
な
い
と
い
う
結
果
と
な
っ
た

こ
と
を
被
告
税
理
士
に
伝
え
て

い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
Ｂ
の

行
為
が
、
被
告
監
査
法
人
の
行

為
と
被
告
税
理
士
の
行
為
と
の

間
に
は
介
在
し
て
い
る
。

ま
た
、
被
告
監
査
法
人
と
被

告
で
あ
る
税
理
士
と
は
、
監
査

す
る
者
と
監
査
さ
れ
る
側
の
者

と
の
関
係
に
あ
り
、
共
同
関
係

に
は
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、

本
件
に
つ
い
て
、
被
告
監
査
法

人
の
過
失
と
被
告
税
理
士
の
過

失
と
は
客
観
的
な
関
連
共
同
性

は
認
め
ら
れ
な
い
。

以
上
の
次
第
で
、
原
告
の
被

告
監
査
法
人
に
対
す
る
請
求
は

法
的
に
は
理
由
が
な
い
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
原
告

の
被
告
税
理
士
に
対
す
る
請
求

は
、
上
記
事
情
を
総
合
す
る
と

１
１
０
期
に
つ
い
て
は
４
割
、

１
１
１
期
に
つ
い
て
は
２
割
の

過
失
相
殺
を
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
。

４
、
判
決
の
問
題
点

税
理
士
の
み
に
損
害
賠
償
金

の
支
払
を
命
じ
、
監
査
法
人
の

責
任
は
一
切
問
わ
れ
な
か
っ
た

一
審
判
決
に
は
、
疑
問
が
残
っ

て
い
た
と
こ
ろ
、
大
阪
高
裁
で

和
解
が
成
立
し
、
監
査
法
人
の

責

任

は
１
１
０
０
万

円

と

さ

れ
、
税

理

士

の

責

任

は

３
０
０
０
万
円
と
軽
減
さ
れ
ま

し
た
（
平
２０
・
１２
・
２３
西
日
本

新
聞
）
。

そ
の
理
由
は
新
聞
記
事
の
み

で
は
不
明
で
す
し
、
和
解
に
至

る
経
緯
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
原
審
の
判
断
が
見
直
さ

れ
た
の
は
喜
ば
し
い
の
で
す

が
。

お
わ
り
に

税
理
士
試
験
が
難
し
く
な
っ

た
反
面
、
公
認
会
計
士
試
験
の

合
格
率
が
上
が
り
、
公
認
会
計

士
は
税
理
士
と
し
て
の
実
務
経

験
が
無
く
て
も
、
公
認
会
計
士

の
資
格
に
よ
り
、
税
理
士
登
録

が
で
き
る
現
状
が
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。

税
理
士
の
責
任
が
３
０
０
０

万
円
に
対
し
て
監
査
法
人
が

１
１
０
０
万
円
と
い
う
高
裁
で

の
和
解
条
件
が
果
た
し
て
適
切

か
否
か
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
か

ら
の
事
例
の
積
重
ね
に
よ
っ
て

検
証
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
と

考
え
ま
す
。
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